
SSP F COURT についてのアンケート 

佐賀県では、誰もが地域で気軽にスポーツに親しめるよう、西新興町児童公園の中にバスケットボー

ルコート SSP F COURT を作りました。 

こうしたスポーツができる場所が、県内にもっと増えればよいと考えており、今回コートの近くにある長松

小学校に通う、４～６年生を対象としたアンケートを、保護者の方が回答する形で行います。 

アンケートの結果は、バスケットボールコートを良くするために使いたいと考えています。 

アンケートは無記名で誰が回答したかわからないようにしています。コートへの否定的な意見を回答して

も構いませんので、みなさんの正直な意見をお聞かせください。 

  なお、お子さんが複数いらっしゃる場合は、お手数ですが、お子さんの数だけ別途回答いただくようご協

力をお願いいたします。 

 

 

Q1. お子さんの性別を次から選んでください。 

□男性 

□女性 

□その他 

 

Q2. お子さんの学年を回答してください。 

   □小学校４年生 

   □小学校５年生 

   □小学校６年生 

 

Q3. お子さんは地域のバスケットボールクラブに入っていますか。 

□入っている 

□入っていない 

 

Q4. 唐津市では、校区外に遊びに行く際は、保護者と行く必要があります。お子さんといっしょに西新興

町児童公園を利用したことがありますか。 

□ある 

□ない 

 

Q5. お子さんといっしょに西新興町児童公園の中にある SSP F COURT を使ったことがありますか。

（Q4 で「ある」と回答した場合） 

□ある 

□ない 

 



Q6. お子さんといっしょに普段どのくらいの頻度で SSP F COURT を利用していますか。次から一番近い

ものを一つ選んでください。（Q5 で「ある」と回答した場合） 

□毎日 

□一週間の半分くらい 

□一週間で１回くらい 

□月１回くらい 

 

Q7. お子さんといっしょに最も SSP F COURT を利用する時間帯はいつですか。次からあてはまるものを

一つ選んでください。（Q5 で「ある」と回答した場合） 

□平日放課後 

□休日午前中 

□休日午後 

 

Q8. 佐賀県は、誰もが地域で気軽にスポーツが親しめるよう、西新興町児童公園の中にバスケットボー

ルコート SSP F COURT を整備しました。 

お子さんはこうしたバスケットボールコートが整備されて良かったと思っていますか。 

□はい 

□いいえ 

 

Q9. その理由を教えてください。（自由回答）（Q8 で「はい」と回答した場合） 

                                                

 

Q10. 西新興町児童公園には SSP F COURT 内でバスケットボールをする人だけでなく、隣接する広

場で遊ぶ人、公園を散歩する人、ベンチで休む人など様々な利用者がいます。利用者同士がお互

いの存在を尊重しあい、公園を使ってほしいと考えています。 

公園利用時に、バスケットボールコートからボールが飛び出してくるなど、お子さんが危険を感じたこと

はありますか。（Q4 で「ある」かつ Q5 で「ない」と回答した場合） 

□ある 

□ない 

 

Q11. 西新興町児童公園には SSP F COURT 内でバスケットボールをする人だけでなく、隣接する広

場で遊ぶ人、公園を散歩する人、ベンチで休む人など様々な利用者がいます。利用者同士がお互

いの存在を尊重しあい、公園を使ってほしいと考えています。 

バスケットボールコートを利用しているときに、コート外からボールが飛んでくるなど、お子さんが危険を

感じたことはありますか。（Q5 で「ある」と回答した場合）） 

□ある 



□ない 

 

Q12. 誰もが気持ちよくバスケットボールコートを使ってもらえるよう、コートを使う人たちには、ルールを守っ

てもらうこととしています。（ルールは、次の絵のように公園の看板に記載しています。） 

バスケットボールコートを利用する時に、お子さんが困っていることはありますか。（Q5 で「ある」と回

答した場合）） 

□はい 

□いいえ 

 

 

Q13. それはどのようなことですか。あてはまるものすべてを選んでください。（Q12 で「はい」の場合） 

□コートを長い時間使う人がおり、子どもたちが使えない 

□ゴミが放置され、コートが汚いことがある 

□その他 

（その他を選択した方は具体的な内容をご入力ください。） 

                                               

 

Q14. そのほか、SSP F COURT への意見があれば、自由に記載ください。（自由回答） 

                                                                       

 


